
最高裁秘書第4031号

令和3年12月27日

林弘法律事務所

弁護士山中理司様

最高裁判所事務総長中村

司法行政文書の開示についての通知書

令和3年10月1日付け（同月4日受付，第030547号）で申出のありまし

た司法行政文書の開示について，下記のとおり情報を提供することとしましたので

通知します。

記

1提供する司法行政文書の情報等

裁判官ハンドブック抜粋（片面で4枚）

2提供の実施方法

写しの送付

担当課秘書課（文書室） 電話03 （3264） 5652 （直通）
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育児休業5

子を養育するため,子が3歳に達する日までの間取得できる。育

児休業期間中は，無報酬となる。

※産後パパ育休
、 ・

男性裁判官は，出産日から57日間（女性裁判官が,.産後休暇

を取得する期間）にも育児休業を取得することができる。

※制度一覧参照

10



合
３
句
ｌ
９
２
Ｑ
Ｕ
申
ら
４
３
１
１
Ｊ
、
Ｊ
弗
功
急
則
巳
州
仏
即
１
『
た
〃
も
Ｉ
■
、
凸
４
号
Ｊ
Ｖ
１
Ｉ
ｊ
Ａ
則
ｌ
Ｚ
ｔ
６
０
６
０
７
，
ヶ
９
７
①
‘
も
Ⅱ
品
９
１
卜
。
１
３
吋
す
●
↑
ず
。
Ｔ
１
ｐ
叩
刈
０
泊
弘
。
。
咄
砂
ｊ
‘
Ｌ
ｈ
ｕ
７
９
損

ノ１
Ｊ

０
．
．
．
．
４
ｂ
、
、
‐
・
舎
雫
身
昔
１
．
、
‐
‐
、
Ｆ
制
卜
‐
北
匙
舎
℃
催
晶
１
７
．
灘
峨
淑
側
ｙ
＃
。
』
Ⅱ
、
’
柚
、
紅
、
Ｘ
も
●
亘
、
ヅ
藻
蜂
ソ
．

も

I

６
０
ｐ
６
Ｌ
●
ｏ
ｒ
ｐ
夕
争
ゆ
り
ｌ
●
◆
０
１
ｑ
◇
◇
６
６
９
Ｐ
。

ｔ
１
ｊ
１
９
ｌ
ｌ
か
ｌ
ｔ
ｆ
Ｊ
１
１
ｌ
ｌ
↓
’
１
１
４
１
ト
！
■
ｊ
ｌ
Ｉ
ｌ
ｌ
Ｉ
１
Ｉ
１
Ｉ
ｌ
９
１
ｊ
ｌ
１
ｆ
ｌ
ｑ
１
１
ｌ
Ｉ
；
１
１
１
↓
・
＃
３
部

｛

〆

仕事と家庭生活の両立のための制度宇覧
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期間等 留意事項等休暇等

育児休業 ＊育児休業を始めようとする日の1か月前までに，育

児休業承認請求書に必要事項を記入し，子の出生の証

明書類を添付の上（育児休業の期間延長は，子の出生

を証明する書類の添付は必要ない。 ） ，所属庁の人事

課（人事課のない庁においては総務課）に提出して請

求する。ただし，やむを得ない事情等により請求が遅

れた場合等に，請求が認められないという趣旨ではな

い。

＊再度の育児休業を予定している場合は，育児休業等

計画書に必要事項を記入して育児休業承認請求書とと

もに提出する。

＊給与（報酬及び諸手当）は支給されないが，期末・

勤勉手当については，基準日（6月1日， 12月1日）

に育児休業を取得していても，基準日以前6か月以内

に裁判官の勤務した期間等に応じて，当該基準日に係

る期末・勤勉手当が支給される。

なお，共済組合に対して育児休業手当金請求書を提

出することにより，その子が1歳（※1）に達する日

までの育児休業期間について，育児休業手当金が支給

される。その額は，育児休業日数1日につき標準報酬

の日額の50％に相当する金額（育児休業期間が18

0日に達するまでの期間については67％・雇用保険

給付相当額を超える場合にはその額）である。その子

が1歳に達するまでのいずれかの日において，配偶者

が育児休業をしている場合は,その子が1歳2か月（※

1）に達する日までの育児休業期間について育児休業

手当金が支給される。ただし，この場合であっても，

支給される額は1年分（※2）が限度となる。

※1 その子が1歳に達した日後の期間について育

児休業をすることが必要と認められる場合に該

当するときは1年6か月まで延長される。

※2その子が1歳に達した日後の期間について育

児休業をすることが必要と認められる場合に該

当するときは1年6か月分となる。なお，これら

の期間には産後休暇が含まれる。

そのほかに，育児休業等期間掛金免除申請書を

提出することにより，育児休業を開始した日の属

、する月から，育児休業が終了する日の翌日の属す

る月の前月までの共済組合掛金が免除される。

（対象者）

3歳未満の子を養育する裁判

官は,配偶者の就業の有無,育児

休業等の取得の有無等の子の養

育状況にかかわりなく，育児休

業を取得することができる。

（期間）

子が3歳に達する日 （満3歳

の誕生日の前日）までの裁判官

が希望する期間。男性裁判官に

ついては子の出生の日から育児

休業を取得することができる。

子の出生の日から57日間に育

児休業(産後パパ育休)を取得し

た男性裁判官は，特別の事情が

なくても，もう一度,育児休業を

取得することができる。

女性裁判官については産後休

暇終了日の翌日から育児休業を

取得することができる。

育児休業期間は原則として1

回，子が3歳に達する日まで延

長することができる。

（回数）

同一の子について，特別の事

情がある場合を除き，育児休業

は1回に限る。産後パパ育休を

取得した男性裁判官は，特別の

事情がなくても，もう一度,育児

休業を取得することができる。
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